
議案第１８号

和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条

例を定めることについて

和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例を

次のとおり定める。

和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条

例

和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例（平成２１年条例第２５

号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表第２（第４条―第７条、第１１条、第１８条関
係）

別表第２（第４条―第７条、第１１条、第１８条関
係）

１（略） １（略）

２ 和光市駅北口地区地区整備計画区域 ２ 和光市駅北口地区地区整備計画区域

制限
事項

計画区域

商業地
区Ａ

商業地
区Ｂ

商業地
区Ｃ

住宅
地区
Ａ

住宅
地区
Ｂ

⑴ 建
築
物
の
用
途
の
制
限

① 自動車教習
所、畜舎
② 倉庫業を営
む倉庫
③ キャバレー、
ナイトクラブ
その他これら
に類するもの
④ 原動機を使
用する工場で
作業場の床面
積の合計が５
０平方メート
ルを超えるも
の
⑤ 個室付浴場
業に係る公衆
浴場、ヌード
スタジオ、の
ぞき劇場、ス

① 自
動車
教習
所、
畜舎

② 倉
庫業
を営
む倉
庫

③ キ
ャバ
レー、
ナイ
トク
ラブ
その
他こ
れら
に類

①
自
動
車
教
習
所、
畜
舎

②
床
面
積
（
ベ
ラ
ン
ダ、
バ
ル

①
床
面
積
（
ベ
ラ
ン
ダ、
バ
ル
コ
ニ
ー、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ

制限
事項

計画区域

商業地区 住宅
地区
Ａ

住宅
地区
Ｂ

⑴ 建
築
物
の
用
途
の
制
限

① 自動車教習所、畜舎
② 倉庫業を営む倉庫
③ キャバレー、ナイトク
ラブその他これらに類す
るもの
④ 原動機を使用する工場
で作業場の床面積の合計
が５０平方メートルを超
えるもの
⑤ 個室付浴場業に係る公
衆浴場、ヌードスタジオ、
のぞき劇場、ストリップ
劇場、専ら異性を同伴す
る客の休憩の用に供する
施設、専ら性的好奇心を
そそる写真その他の物品
の販売を目的とする店舗
その他これらに類するも
の
⑥ 床面積（ベランダ、バ

①
自
動
車
教
習
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畜
舎
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床
面
積
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ベ
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バ
ル

①
床
面
積
（
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ン
ダ、
バ
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イ
プ
シ
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トリップ劇場、
専ら異性を同
伴する客の休
憩の用に供す
る施設、専ら
性的好奇心を
そそる写真そ
の他の物品の
販売を目的と
する店舗その
他これらに類
するもの
⑥ 床面積（ベ
ランダ、バル
コニー、パイ
プシャフト等
を除く。）が
２５平方メー
トル未満の住
戸又は住室を
有する共同住
宅
⑦ 建築物の１
階部分を住宅、
寄宿舎又は下
宿の用に供す
るもの。ただ
し、玄関、階
段及びその他
これらに類す
るものはこの
限りではない。
⑧ ペットの火
葬、埋葬又は
納骨の用に供
する施設

する
もの

④ 原
動機
を使
用す
る工
場で
作業
場の
床面
積の
合計
が５
０平
方メ
ート
ルを
超え
るも
の

⑤ 個
室付
浴場
業に
係る
公衆
浴場、
ヌー
ドス
タジ
オ、
のぞ
き劇
場、
スト
リッ
プ劇
場、
専ら
異性
を同
伴す
る客
の休
憩の
用に
供す
る施
設、
専ら
性的
好奇
心を
そそ
る写
真そ
の他
の物
品の

コ
ニ
ー、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
等
を
除
く。
）
が
２
５
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
住
戸
又
は
住
室
を
有
す
る
共
同
住
宅

③
ペ
ッ
ト
の
火
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埋
葬
又
は
納
骨
の
用
に
供
す
る

ト
等
を
除
く。
）
が
２
５
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
住
戸
又
は
住
室
を
有
す
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共
同
住
宅
②
ペ
ッ
ト
の
火
葬、
埋
葬
又
は
納
骨
の
用
に
供
す
る
施
設

ルコニー、パイプシャフ
ト等を除く。）が２５平
方メートル未満の住戸又
は住室を有する共同住宅
⑦ 計画図に表示する道路
に接する敷地における建
築物の１階部分を住宅、
寄宿舎又は下宿の用に供
するもの
⑧ 戸数（店舗、事務所等
を含む。）が１５戸以上
の建築物の１階部分を住
宅、寄宿舎又は下宿の用
に供するもの
⑨ ペットの火葬、埋葬又
は納骨の用に供する施設

コ
ニ
ー、
パ
イ
プ
シ
ャ
フ
ト
等
を
除
く。
）
が
２
５
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
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住
戸
又
は
住
室
を
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す
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共
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住
宅
③
ペ
ッ
ト
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火
葬、
埋
葬
又
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納
骨
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用
に
供
す
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ト
等
を
除
く。
）
が
２
５
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
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住
戸
又
は
住
室
を
有
す
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同
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ペ
ッ
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納
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に
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す
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販売
を目
的と
する
店舗
その
他こ
れら
に類
する
もの

⑥ 床
面積
（ベ
ラン
ダ、
バル
コニ
ー、
パイ
プシ
ャフ
ト等
を除
く。
）が
２５
平方
メー
トル
未満
の住
戸又
は住
室を
有す
る共
同住
宅

⑦ 戸
数（
店舗、
事務
所等
を含
む。
）が
１５
戸以
上の
建築
物の
１階
部分
を住
宅、
寄宿
舎又
は下
宿の

施
設

施
設



用に
供す
るも
の。
ただ
し、
玄関、
階段
及び
その
他こ
れら
に類
する
もの
はこ
の限
りで
はな
い。

⑧ ペ
ット
の火
葬、
埋葬
又は
納骨
の用
に供
する
施設

⑵ 建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度

２００平方メー
トル

１００平方メートル

⑶ 壁
面
の
位
置
の
制
限

建築物
の外壁
又はこ
れに代
わる柱
は、計
画図に
示す壁
面の位
置の制
限を超
えて建
築して
はなら
ない。
ただし、

なし

⑵ 建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度

１００平方メートル

⑶ 壁
面
の
位
置
の
制
限

なし



次の各
号に掲
げるも
のを除
く。
① 歩
行者
通路
及び
歩道
状空
地上
に設
けら
れた
風雨
や落
下物
から
歩行
者を
防護
し、
歩行
者の
快適
性及
び安
全性
を高
める
ため
に設
ける
庇及
びこ
れを
支え
る柱
その
他こ
れら
に類
する
もの
② 道
路と
接続
する
駐車
場の
出入
口そ
の他
これ
に類
する
もの
③ 斜
路等、



歩行
者の
快適
性及
び安
全性
を確
保す
るた
めに
必要
な施
設又
は施
設の
部分

⑷ 垣
又
は
柵
の
構
造
の
制
限

なし 道路に面する側に垣又
は柵を設置する場合に
おける垣又は柵の構造
は、次のいずれかに掲
げるものとする。
① 生け垣
② 鉄柵、金網その他
透視可能なフェンス
等で宅地地盤面から
の高さが１．５メー
トル以下で、かつ、
基礎部分の高さが０
．６メートル以下の
もの

⑸ 建
築
物
等
の
形
態
意
匠
の
制
限

建築物等（工作物にあって
は、建築基準法施行令第１
３８条第１項各号、第２項
各号又は第３項各号に掲げ
るものに限る。）の外観は、
次に掲げる色相の区分に応
じ、それぞれ当該区分に定
める彩度に該当する色彩及
び点滅する光源が形成する
面積の合計（着色していな
い石、土、木、レンガ、コ
ンクリート等の素材で仕上
げる外観の部分を除く。）
が、外観のうち各立面につ
き、当該立面の面積の３分
の１を超えないものとする。
① 色相７．５ＧＹから７
．５ＲＰまで（７．５Ｇ
Ｙ及び７．５ＲＰを除く。
） 彩度２を超えるもの
② 色相７．５ＲＰから７
．５Ｒまで（７．５Ｒを
除く。） 彩度４を超え
るもの
③ 色相７．５Ｙから７．
５ＧＹまで（７．５Ｙを
除く。） 彩度４を超え
るもの
④ 色相７．５Ｒから７．
５Ｙまで 彩度６を超え

建築物等（
工作物にあ
っては、建
築基準法施
行令第１３
８条第１項
各号、第２
項各号又は
第３項各号
に掲げるも
のに限る。
）の外観は、
次に掲げる
色相の区分
に応じ、そ
れぞれ当該
区分に定め
る彩度に該
当する色彩
及び点滅す
る光源が形
成する面積
の合計（着
色していな
い石、土、
木、レンガ、
コンクリー
ト等の素材
で仕上げる
外観の部分

⑷ 垣
又
は
柵
の
構
造
の
制
限

道路に面する側に垣又は柵を設置する場合
における垣又は柵の構造は、次のいずれか
に掲げるものとする。
① 生け垣
② 鉄柵、金網その他透視可能なフェンス
等で宅地地盤面からの高さが１．５メー
トル以下で、かつ、基礎部分の高さが０
．６メートル以下のもの

⑸ 建
築
物
等
の
形
態
意
匠
の
制
限

建築物等（工作物にあって
は、建築基準法施行令第１
３８条第１項各号、第２項
各号又は第３項各号に掲げ
るものに限る。）の外観は、
次に掲げる色相の区分に応
じ、それぞれ当該区分に定
める彩度に該当する色彩及
び点滅する光源が形成する
面積の合計（着色していな
い石、土、木、レンガ、コ
ンクリート等の素材で仕上
げる外観の部分を除く。）
が、外観のうち各立面につ
き、当該立面の面積の３分
の１を超えないものとする。
① 色相７．５ＧＹから７
．５ＲＰまで（７．５Ｇ
Ｙ及び７．５ＲＰを除く。
） 彩度２を超えるもの
② 色相７．５ＲＰから７
．５Ｒまで（７．５Ｒを
除く。） 彩度４を超え
るもの
③ 色相７．５Ｙから７．
５ＧＹまで（７．５Ｙを

建築物等（
工作物にあ
っては、建
築基準法施
行令第１３
８条第１項
各号、第２
項各号又は
第３項各号
に掲げるも
のに限る。
）の外観は、
次に掲げる
色相の区分
に応じ、そ
れぞれ当該
区分に定め
る彩度に該
当する色彩
及び点滅す
る光源が形
成する面積
の合計（着
色していな
い石、土、
木、レンガ、

除く。） 彩度４を超え
るもの
④ 色相７．５Ｒから７．
５Ｙまで 彩度６を超え

コンクリー
ト等の素材
で仕上げる
外観の部分



附 則

（施行期日）

１ この条例は、和光市駅北口地区地区計画の変更に係る都市計画法第２１条第２項の規

備考 備考

１ この表において「計画図」とは、都市計画
法第２１条第２項の規定により告示された和
光市駅北口地区地区計画における計画図をい
う。

１ この表において「計画図」とは、都市計画
法第２０条第１項の規定により告示された和
光市駅北口地区地区計画における計画図をい
う。

２・３（略） ２・３（略）

３（略） ３（略）

るもの を除く。）
が、外観の
うち各立面
につき、当
該立面の面
積の３分の
１を超えな
いものとす
る。
① 色相７
．５ＧＹ
から７．
５ＲＰま
で（７．
５ＧＹ及
び７．５
ＲＰを除
く。）
彩度２を
超えるも
の

② 色相７
．５ＲＰ
から７．
５Ｒまで
（７．５
Ｒを除く。
） 彩度
４を超え
るもの

③ 色相７
．５Ｙか
ら７．５
ＧＹまで
（７．５
Ｙを除く。
） 彩度
４を超え
るもの

④ 色相７
．５Ｒか
ら７．５
Ｙまで
彩度４を
超えるも
の

るもの を除く。）
が、外観の
うち各立面
につき、当
該立面の面
積の３分の
１を超えな
いものとす
る。
① 色相７
．５ＧＹ
から７．
５ＲＰま
で（７．
５ＧＹ及
び７．５
ＲＰを除
く。）
彩度２を
超えるも
の
② 色相７
．５ＲＰ
から７．
５Ｒまで
（７．５
Ｒを除く。
） 彩度
４を超え
るもの
③ 色相７
．５Ｙか
ら７．５
ＧＹまで
（７．５
Ｙを除く。
） 彩度
４を超え
るもの
④ 色相７
．５Ｒか
ら７．５
Ｙまで
彩度４を
超えるも
の



定による告示があった日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

（準備行為）

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行う

ことができる。

（経過措置）

３ この条例による改正後の和光市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条

例の規定は、この条例の施行の日以後に建築、修繕又は用途の変更の工事に着手する建

築物又は工作物から適用し、同日前に当該工事に着手した建築物又は工作物については、

なお従前の例による。

令和６年２月２２日提出

和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

和光市駅北口地区地区計画の変更に伴う必要な改正をしたいので、地方自治法第９６条

第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。


